
◎
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
七
年
六
月
二
四
日
法
律
第
四
六
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
七
年
五
月
二
〇
日
・
衆
議
院
文
部
科
学
委

員
会

）

○
下
村
国
務
大
臣

こ
の
た
び
政
府
か
ら
提
出
い
た
し
ま
し
た
学
校
教
育

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び

内
容
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

我
が
国
が
将
来
に
わ
た
り
成
長
、
発
展
を
続
け
、
一
人
一
人
の
豊
か
な

人
生
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
子
供
の
発
達
や
学
習
者
の
意
欲
、
能
力
等

に
応
じ
た
教
育
を
実
現
す
る
こ
と
が
急
務
で
す
。

こ
の
法
律
案
は
、
そ
う
し
た
教
育
の
実
現
に
資
す
る
よ
う
、
学
校
教
育

制
度
の
多
様
化
及
び
弾
力
化
を
推
進
す
る
た
め
、
小
中
一
貫
教
育
を
実
施

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
義
務
教
育
学
校
の
制
度
を
設
け
る
と
と
も
に
、

高
等
学
校
等
の
専
攻
科
の
修
了
者
に
つ
い
て
、
大
学
に
編
入
学
で
き
る
制

度
を
創
設
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
内
容
の
概
要
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。第

一
に
、
新
し
い
学
校
種
と
し
て
の
義
務
教
育
学
校
の
創
設
に
つ
い
て

で
あ
り
ま
す
。

義
務
教
育
学
校
は
、
心
身
の
発
達
に
応
じ
て
、
義
務
教
育
と
し
て
行
わ

れ
る
普
通
教
育
を
基
礎
的
な
も
の
か
ら
一
貫
し
て
施
す
こ
と
を
目
的
と

し
、
義
務
教
育
学
校
に
お
け
る
教
育
は
、
こ
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
、

義
務
教
育
と
し
て
行
わ
れ
る
普
通
教
育
の
目
標
を
達
成
す
る
よ
う
行
わ
れ

る
も
の
と
し
て
お
り
ま
す
。
修
業
年
限
は
九
年
と
し
、
前
期
課
程
及
び
後

期
課
程
に
区
分
す
る
ほ
か
、
就
学
義
務
、
設
置
義
務
の
履
行
等
に
つ
い
て

必
要
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
義
務
教
育
学
校
の
制
度
化
に
係
る
行
財
政
措
置
に
つ
い
て
で

あ
り
ま
す
。

公
立
の
義
務
教
育
学
校
に
関
す
る
教
職
員
定
数
の
算
定
、
教
職
員
給
与

費
及
び
施
設
費
等
に
係
る
国
庫
負
担
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
小
学
校
及
び

中
学
校
と
同
様
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
義
務
教
育
学

校
の
教
員
に
つ
い
て
は
、
小
学
校
の
教
員
の
免
許
状
及
び
中
学
校
の
教
員

の
免
許
状
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
高
等
学
校
等
の
専
攻
科
修
了
者
の
大
学
へ
の
編
入
学
に
つ
い

て
で
あ
り
ま
す
。

高
等
学
校
等
の
専
攻
科
の
う
ち
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
基
準
を
満
た

す
も
の
を
修
了
し
た
者
は
、
大
学
に
編
入
学
で
き
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま

す
。こ

の
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
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以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
内
容
の
概
要
で
あ
り
ま

す
。何

と
ぞ
、
十
分
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

二
、
衆
議
院
文
部
科
学
委
員
長
報
告（
平
成
二
七
年
六
月
二
日
）

○
福
井
照
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、

文
部
科
学
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

ま
す
。

本
案
は
、
学
校
教
育
制
度
の
多
様
化
及
び
弾
力
化
を
推
進
す
る
た
め
、

小
中
一
貫
教
育
の
実
施
を
目
的
と
す
る
義
務
教
育
学
校
の
制
度
を
設
け
、

こ
れ
に
必
要
な
教
職
員
定
数
な
ど
に
係
る
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
と
と

も
に
、
高
等
学
校
等
の
専
攻
科
の
う
ち
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
基
準
を

満
た
す
も
の
を
修
了
し
た
者
が
大
学
に
編
入
学
で
き
る
制
度
を
創
設
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
五
月
十
九
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
翌
二
十
日
下
村
文
部

科
学
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
二
十
二
日
か
ら
質
疑
に
入

り
ま
し
た
。
二
十
七
日
に
は
小
中
一
貫
教
育
校
の
港
区
立
お
台
場
学
園
の

視
察
を
行
い
、
ま
た
、
参
考
人
か
ら
の
意
見
聴
取
を
行
う
な
ど
慎
重
に
審

査
を
重
ね
、
二
十
九
日
に
質
疑
を
終
局
い
た
し
ま
し
た
。
質
疑
終
局
後
、

討
論
、
採
決
の
結
果
、
本
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決

す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
た
こ
と
を
申
し
添
え
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
七
年
五
月
二
九
日
）

政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て

特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。

一

義
務
教
育
の
九
年
間
の
学
び
を
地
域
ぐ
る
み
で
支
え
る
新
た
な
仕
組

み
と
し
て
の
義
務
教
育
学
校
と
な
る
よ
う
、
市
町
村
教
育
委
員
会
は
、

保
護
者
や
地
域
住
民
の
理
解
と
協
力
を
得
る
た
め
の
場
と
し
て
、
学
校

運
営
協
議
会
等
の
設
置
及
び
活
用
の
推
進
に
努
め
る
こ
と
。

二

小
学
校
及
び
中
学
校
は
児
童
生
徒
に
対
す
る
教
育
施
設
で
あ
る
だ
け

で
な
く
、
各
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
核
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
こ

と
を
踏
ま
え
、
市
町
村
教
育
委
員
会
は
、
義
務
教
育
学
校
の
設
置
に
伴

い
、
安
易
に
学
校
統
廃
合
を
行
わ
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。

三

義
務
教
育
学
校
の
設
置
等
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
、
国
は
、
異
な
る

学
校
段
階
間
の
接
続
を
円
滑
に
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
体
制
の
整
備
や
乗

り
入
れ
授
業
等
へ
の
対
応
の
た
め
の
十
分
な
教
職
員
体
制
の
整
備
を
図

り
、
教
職
員
の
更
な
る
過
重
負
担
を
招
か
な
い
よ
う
努
め
る
と
と
も

に
、
小
学
校
及
び
中
学
校
が
統
合
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
義
務
教

育
学
校
へ
の
円
滑
な
移
行
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
十
分
な
教
職
員
定
数
の
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確
保
に
努
め
る
こ
と
。

四

都
道
府
県
教
育
委
員
会
は
、
他
校
種
免
許
状
の
取
得
の
た
め
の
免
許

法
認
定
講
習
の
積
極
的
な
開
講
や
そ
の
質
の
向
上
等
を
図
る
こ
と
に
よ

り
、
義
務
教
育
学
校
教
員
に
お
け
る
小
学
校
・
中
学
校
教
員
免
許
状
の

併
有
の
促
進
に
努
め
る
こ
と
。

五

小
中
一
貫
教
育
の
取
組
に
つ
い
て
、
国
は
、
各
地
域
に
お
け
る
実
施

上
の
課
題
を
継
続
的
に
把
握
し
、
優
れ
た
取
組
事
例
を
収
集
・
分
析
し

た
上
で
そ
の
情
報
提
供
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
市
町
村
教
育
委
員
会

は
、
自
ら
の
方
針
や
各
学
校
の
取
組
に
つ
い
て
積
極
的
な
説
明
に
努
め

る
こ
と
。

六

高
等
学
校
等
専
攻
科
か
ら
大
学
へ
の
編
入
学
の
実
施
に
当
た
り
、
国

は
、
大
学
の
自
主
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
大
学
に
お
け
る
学
び
の
質
が
担

保
さ
れ
る
よ
う
指
針
を
示
す
な
ど
の
取
組
に
努
め
る
こ
と
。

三
、
参
議
院
文
教
科
学
委
員
長
報
告（
平
成
二
七
年
六
月
一
七
日
）

○
水
落
敏
栄
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
文
教
科
学
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上

げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
学
校
教
育
制
度
の
多
様
化
及
び
弾
力
化
を
推
進
す
る
た

め
、
小
中
一
貫
教
育
を
実
施
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
義
務
教
育
学
校
の

制
度
を
設
け
る
と
と
も
に
、
高
等
学
校
等
の
専
攻
科
の
修
了
者
に
つ
い

て
、
大
学
に
編
入
学
で
き
る
制
度
を
創
設
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。委

員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
参
考
人
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
と
と
も

に
、
教
育
の
機
会
均
等
を
確
保
す
る
こ
と
の
重
要
性
、
義
務
教
育
学
校
の

設
置
に
伴
い
学
校
統
廃
合
が
促
進
さ
れ
る
懸
念
、
教
職
員
の
多
忙
化
と
負

担
軽
減
策
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録

に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表

し
て
田
村
委
員
よ
り
反
対
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

討
論
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
て
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
七
年
六
月
一
六
日
）

政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て

特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
義
務
教
育
学
校
の
設
置
に
当
た
っ
て
は
、
我
が
国
の
教
育
の
基
本
原

則
で
あ
る
機
会
均
等
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
既
存
の
小
学
校
及
び
中

学
校
と
の
間
の
序
列
化
・
エ
リ
ー
ト
校
化
・
複
線
化
等
に
よ
り
児
童
生

徒
の
学
び
に
格
差
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
万
全
を
期
す
る
こ
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と
。

二
、
小
学
校
及
び
中
学
校
は
児
童
生
徒
の
学
び
の
場
で
あ
る
だ
け
で
な

く
、
各
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
核
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
を

踏
ま
え
、
市
町
村
教
育
委
員
会
は
、
義
務
教
育
学
校
の
設
置
に
当
た
っ

て
は
、安
易
に
学
校
統
廃
合
を
行
わ
な
い
よ
う
、特
に
留
意
す
る
こ
と
。

ま
た
、
検
討
段
階
か
ら
保
護
者
や
地
域
住
民
等
に
対
し
丁
寧
な
説
明
を

行
い
、
そ
の
意
見
を
適
切
に
反
映
し
、
幅
広
く
理
解
と
協
力
を
得
て
合

意
形
成
に
努
め
る
こ
と
。

三
、
義
務
教
育
学
校
等
に
お
け
る
九
年
間
の
学
び
を
地
域
全
体
で
支
え
る

こ
と
の
重
要
性
に
鑑
み
、
保
護
者
や
地
域
住
民
の
理
解
と
参
画
を
得
る

た
め
、
学
校
運
営
協
議
会
等
、
組
織
的
・
継
続
的
な
学
校
支
援
体
制
の

整
備
及
び
活
用
に
努
め
る
こ
と
。

四
、
児
童
生
徒
の
人
間
関
係
の
固
定
化
や
転
出
入
へ
の
対
応
な
ど
小
中
一

貫
教
育
実
施
上
の
課
題
の
解
消
に
向
け
、
政
府
は
、
各
地
域
に
お
け
る

取
組
事
例
を
収
集
・
分
析
・
検
証
し
た
上
で
、
積
極
的
な
情
報
提
供
を

行
う
と
と
も
に
、
課
題
解
決
の
た
め
の
指
針
の
作
成
に
努
め
る
こ
と
。

ま
た
、
市
町
村
教
育
委
員
会
は
、
自
ら
の
方
針
や
各
学
校
の
取
組
に
つ

い
て
保
護
者
や
地
域
住
民
等
に
対
し
丁
寧
な
説
明
を
行
い
、
幅
広
く
理

解
を
得
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

五
、
義
務
教
育
学
校
の
設
置
等
に
当
た
っ
て
は
、
政
府
は
、
異
な
る
学
校

段
階
間
の
接
続
を
円
滑
に
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
体
制
の
整
備
や
乗
り
入

れ
授
業
等
へ
の
対
応
の
た
め
の
十
分
な
教
職
員
体
制
の
整
備
を
図
り
、

教
職
員
の
更
な
る
過
重
負
担
を
招
か
な
い
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
小

学
校
及
び
中
学
校
が
統
合
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
義
務
教
育
学
校

へ
の
円
滑
な
移
行
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
十
分
な
教
職
員
定
数
の
確
保
に

努
め
る
こ
と
。

六
、
義
務
教
育
学
校
に
係
る
教
員
免
許
状
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
教
育
委

員
会
は
、
他
校
種
免
許
状
の
取
得
の
た
め
の
免
許
法
認
定
講
習
の
積
極

的
な
開
講
等
、
小
学
校
及
び
中
学
校
教
員
免
許
状
の
併
有
の
た
め
の
条

件
整
備
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
政
府
は
、
併
有
す
る
際
の
負
担
が
過

大
な
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
、
必
要
な
環
境
整
備
を
積
極
的
に
行
う
と

と
も
に
、
教
員
免
許
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
を
行
う

こ
と
。

七
、
高
等
学
校
等
の
専
攻
科
か
ら
大
学
へ
の
編
入
学
を
実
施
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
政
府
は
、
大
学
の
自
主
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
大
学
に
お
け

る
学
び
の
質
が
担
保
さ
れ
る
よ
う
指
針
を
示
す
な
ど
、
編
入
学
者
が
大

学
教
育
に
円
滑
に
移
行
し
、
主
体
的
な
学
び
を
実
現
す
る
た
め
の
取
組

を
積
極
的
に
支
援
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

一
五
八


